
○築上町行政事務の委託に関する要綱 

令和７年２月５日告示第19号 

築上町行政事務の委託に関する要綱 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、本町が築上町行政事務の一部を委託することに関して、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 自治会 別表に定める担当区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された

団体で、その区域の住民相互の交流や親睦、安全・安心な生活環境の確保などを目的に、

住民が自主的に組織し、民主的に運営されている任意団体をいう。 

(２) 自治会長 前号の組織の規約に基づき選出された代表者をいう。 

（委託） 

第３条 町の行政事務の円滑な推進を図るため、第５条に定める業務について自治会等

に委託するものとする。 

(自治会長等の届出) 

第４条 受託者は、自治会長等届出書（様式第１号）を提出しなければならない。 

２ 年度途中に自治会長等が変更となった場合は、速やかに自治会長等届出書（様式第

１号）を町長に提出しなければならない。 

(委託業務) 

第５条 委託業務の内容は、次に掲げる業務とする。 

(１) 地域内の要望事項の取りまとめに関すること。 

(２) 公的な募金活動の支援に関すること。      

(３) 行政の事務執行上、必要な住民調査等への協力に関すること。 

(４) 民生委員・児童委員、選挙の投票管理者・立会人の推薦に関すること。 

(５) 風水害、その他災害時の情報提供及び応急対策の協力に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、町から依頼された事項に関すること。 

(契約の締結) 

第６条 町長は、受託者と築上町行政事務委託契約書(様式第２号)により契約を締結す

るものとする。 

（委託期間） 

第７条 業務委託の期間は、該当年度４月１日から翌３月 31日までの１年とする。 

(委託料) 

第８条 委託料の額は、次の各号に掲げる金額（税込み）の合計額とする。 

(１) 均等割 年額 120，000円 

(２) 世帯割 １世帯あたり年額 650円 

２ 前号の世帯割における世帯数は、該当年度の４月１日現在の自治会から届出のあっ

た加入世帯数とする。 

３ 前条の期間の途中で受託者が交代した場合は、委託料の月数割をもって算出した額



を委託料とし、新旧それぞれの受託者に支払うものとする。 

４ 前号の金額に１円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 

(報告書) 

第９条 受託者は、４月から９月分までの上半期及び 10 月から３月までの下半期ごと

に業務が完了したときは、速やかに築上町行政事務実績報告書(様式第３号)を町長へ提

出するものとする。 

(委託料の支払) 

第 10 条 受託者は、委託料の支払を町に請求するときは、築上町行政事務委託料請求

書(様式第４号)を町長へ提出するものとする。 

２ 町長は、４月から９月分までの上半期及び 10 月から３月分までの下半期の２回に

分けて支払うこととし、前項の規定による提出があったときは、その日から 30 日以内

に支払わなければならない。 

(その他) 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別 表（第２条関係） 

校区名 担当区域 

椎田 
湊南・湊北・鬼塚・椎田東・椎田中・椎田西・臼田・椎田南・ 

西高塚・峯原・東高塚・新開 

八津田 宇留津・東八田・今津・西八田 

葛城 
上岩丸・下岩丸・奈古・水原・越路・坂本・正毛田・下日奈古・ 

上日奈古・極楽寺 

西角田 真如寺・小原・上り松・石堂・福間・山添・上ノ河内・有安 

上城井 寒田・櫟原・上本庄・下本庄・伝法寺・松丸 

下城井 

上香楽・上深野・下深野・峠・下香楽・袈裟丸・袈裟丸第２・ 

安武町・安武第１・安武第２・安武第３・安武第４・赤幡・ 

赤幡第２・開拓 

築城 
上小山田・下小山田・広末・上築城・下築城・東築城・上別府・ 

下別府・南別府・弓の師・船迫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

築上町行政事務委託契約書 

 

 

築上町（以下「委託者」という。）と            （以下「受託者」とい

う。）は、行政事務の委託に関して、次のとおり行政事務委託契約（以下「本契約」と

いう。）を締結する。  

 

 （委託業務） 

第１条 委託者は、本契約の定めるところにより、次の業務（以下「委託業務」という。）

を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。      

 （１） 地域内の要望事項の取りまとめに関すること。 

 （２） 公的な募金活動の支援に関すること。      

 （３） 行政の事務執行上、必要な住民調査等への協力に関すること。 

 （４） 民生委員・児童委員、選挙の投票管理者・立会人の推薦に関すること。 

 （５） 風水害、その他災害時の情報提供及び応急対策の協力に関すること。 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、町から依頼された事項に関すること。 

 （委託料等） 

第２条 委託者は、受託者に対し、委託料として次の各号に掲げる均等割と世帯数割の

合計額を支払うものとする。 

 （１） 均等割は、年額１２０，０００円とする。 

 （２） 世帯数割は、受託者が担当する自治会の世帯数に年額６５０円を乗じて得た

額とする。 

２ 前項の世帯数は、該当年度の４月１日現在の自治会の加入世帯数とする。 

３ 契約期間の途中で受託者が交代したときは、委託料の月数割をもって算出した額を

新旧それぞれの受託者に支払うものとする。なお、その算出した委託料に１円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 （報告書） 

第３条 受託者は、４月から９月分までの上半期及び１０月から３月までの下半期ごと

に業務が完了したときは、委託者に速やかに実績報告書を提出しなければならない。 

 （委託料の支払） 

第４条 委託者は、委託料を４月から９月分までの上半期と１０月から３月分までの下

半期の２回に分けて支払うこととし、受託者からの請求に基づき、３０日以内に支払

うこととする。 

 （契約保証金） 

第５条 本契約にかかる契約保証金は、築上町財務規則第８５条第１項第７号に基づき

免除する。 

（契約期間） 

第６条 本契約の契約期間は、該当年度４月１日から翌３月３１日までとする。 



 （契約の解約） 

第７条 委託者又は受託者は、自己の都合により本契約を解約しようとするときは、相

手方に対し、２か月前までに書面により通知しなければならない。ただし、やむを得

ない事由による場合は、この限りでない。 

２ 委託者は、契約期間の途中で本契約を解約した場合は、委託料を解約した月まで月

数割により受託者に支払うものとする。 

 （再委託の禁止） 

第８条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 

 （契約の解除） 

第９条 委託者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約を解除

することができる。 

 （１） 受託者が本契約に定める義務を履行しないとき。 

（２） 受託者に重大な過失又は背信行為があったとき。 

 （３） その他前２号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 

２ 前項の規定により本契約を解除したときは、委託者は、委託料の全部若しくは一部

を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を受託者に請求する

ことができる。 

 （協議） 

第１０条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に疑義が生じたときは、委託者と

受託者が協議の上、これを解決するものとする。 

 

 本契約締結の証として本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各１通

を保有するものとする。 

 

   年  月  日 

 

 

委託者  築上町大字椎田８９１番地２ 

                    築上町長   

 

 

               受託者  築上町大字 

                    自治会名           

                    代表者名           

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

築上町行政事務実績報告書 

 

年  月  日  

 

築上町長 様 

 

                自治会名 

 代表者名            印 

 

 

      年  月  日から     年  月  日まで、築上町行政事務委託

業務を行いましたので、築上町行政事務の委託に関する要綱第９条の規定により、下記

のとおり報告いたします。 

 

記 

 

実施業務 

・実施した項目の□にチェックを入れてください。 

 □ 地域内の要望事項の取りまとめに関すること。 

 □ 公的な募金活動の支援に関すること。      

 □ 行政の事務執行上、必要な住民調査等への協力に関すること。 

 □ 民生委員・児童委員、選挙の投票管理者・立会人の推薦に関すること。 

 □ 風水害、その他災害時の情報提供及び応急対策の協力に関すること。 

 □ その他、町から依頼された事項に関すること。 

（                        ） 

 

・実施しなかった項目がある場合、その理由を記載してください。 

□ 役場から要望がなかったため 

□ その他 

（                        ） 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

築上町行政事務委託料請求書 

 

年  月  日  

 

築上町長 様 

 

                自治会名 

 代表者名            印 

 

      年  月  日から     年  月  日まで、築上町行政事務委託

業務を行いましたので、築上町行政事務の委託に関する要綱第１０条の規定により、請

求いたします。 

 

記 

 

 請求額                  円 

 

ただし、均等割       円   

世帯数割      世帯（  年４月１日現在）×６５０円×（上・下）半期分 

 

振込先    

金融機関名 

 銀行 

        金庫 

農協 

本店 ・     支 店 

          出張所 

預 金 種 別 普通預金 ・ 当座預金 
←該当するものに○印を

付けてください。 

口 座 番 号        
←右詰めで記入してくだ

さい。 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 
               

               

口 座 名 義  

 


